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(57)【要約】
【課題】　　　　　　枠体表面に固定ねじなどの固定構
造が露出しない電気ストーブの枠体構造に関する。
【解決手段】　　　　背板１ｂと側板１ｃで構成する枠
体１の前面に取り付ける前板２・３には複数個の固定片
２ａ・３ａを設け、枠体１の側板１ｃに複数個の係止片
７を、上部と下部に固定板８・９を形成し、前板２は固
定片２ａを係止片７に係合して固定手段１０によって固
定板８に固定し、固定板８の上方に突出する運転スイッ
チ１１の作動軸１１ａに操作部１２を取り付ける。前板
３は固定片３ａを係止片７に係合して固定手段１０によ
って固定板９に固定し、枠体１下部をベース６の凹部６
ａに嵌合してベース６の下面から固定手段１３によって
固定する。枠体１上部の固定板８と固定手段１０は操作
部１２の下部内側に位置して操作部１２によって覆い隠
され、枠体１下部の固定板９と固定手段１０は凹部６ａ
内に位置してベース６によって覆い隠される。
【選択図】　　　　　図１



(2) JP 2009-287882 A 2009.12.10

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　背板（１ｂ）と側板（１ｃ）とを半円状もしくはコ字状に形成して前面が開口する枠体
（１）を設け、該枠体（１）の前面の上部と下部には前板（２）・（３）を取り付け、上
部前板（２）と下部前板（３）との間の枠体（１）の前面に開口部（１ａ）を形成し、
枠体（１）の開口部（１ａ）内には縦長のヒータ（４）と、該ヒータ（４）の前方を開口
しながらヒータ（４）の側部と背部に位置する湾曲状の反射板（５）を配置し、
前記枠体（１）の下部にはベース（６）を備え、該ベース（６）によって枠体（１）を床
面から立たせて枠体（１）の前面開口部（１ａ）からヒータ（４）の熱線を放射する電気
ストーブにおいて、
　前記前板（２）・（３）には両側部から内側に向けて複数個の固定片（２ａ）・（３ａ
）を設け、
　前記枠体（１）の側板（１ｃ）には前記固定片（２ａ）・（３ａ）に対応する複数個の
係止片（７）を形成し、かつ、前記枠体（１）の上部と下部には背板（１ｂ）もしくは側
板（１ｃ）から連続する固定板（８）・（９）を形成し、その固定板（８）・（９）に前
記前板（２）・（３）を固着する固定手段（１０）を設け、
　上部の前板（２）は固定片（２ａ）を係止片（７）に係合させながら、固定手段（１０
）によって枠体（１）上部の固定板（８）に固定し、下部の前板（３）は固定片（３ａ）
を係止片（７）に係合させながら固定手段（１０）によって枠体（１）下部の固定板（９
）に固定し、
　かつ、前記枠体（１）内の上部には運転スイッチ（１１）を設け、該運転スイッチ（１
１）に設けた作動軸（１１ａ）を固定板（８）の上方に突出し、固定板（８）の上部には
作動軸（１１ａ）に嵌合する操作部（１２）を取り付け、枠体（１）上部の固定板（８）
と固定手段（１０）が操作部（１２）の下部内側に位置して操作部（１２）によって覆い
隠されると共に、
　前記ベース（６）には枠体（１）下部が嵌合する凹部（６ａ）と、枠体（１）とベース
（６）を固着する固定手段（１３）とを設け、前記枠体（１）は下部を凹部（６ａ）に嵌
合しながらベース（６）の下面から固定手段（１３）によって固定し、枠体（１）下部の
固定板（９）と固定手段（１０）が凹部（６ａ）内に位置してベース（６）によって覆い
隠されることを特徴とする電気ストーブの枠体構造。
【請求項２】
　前記操作部（１２）の側面（１２ａ）を上方が内側に傾斜するテーパ状に形成したこと
を特徴とする請求項１記載の電気ストーブの枠体構造。
【請求項３】
　前記枠体（１）と前板（２）の上部には外周面が連続して操作部（１２）の側面（１２
ａ）を囲む筒体（１４）を形成し、操作部（１２）は筒体（１４）の内側に位置して側面
（１２ａ）の上部と上面（１２ｂ）が筒体（１４）の上方に突出することを特徴とする請
求項１または２に記載の電気ストーブの枠体構造。
【請求項４】
　前記ヒータ（４）と反射板（５）を取り付けて一体の発熱体ユニット（Ａ）を構成する
固定プレート（１５）を設け、その固定プレート（１５）の上部と下部に一対の固定部材
（１６）を設け、
かつ、前記枠体（１）内には固定プレート（１５）の固定部材（１６）に対応する係止部
（１７）を設け、
　固定プレート（１５）の固定部材（１６）と枠体（１）内の係止部（１７）との係合に
よって発熱体ユニット（Ａ）を枠体（１）内に取り付け、
発熱体ユニット（Ａ）の固定プレート（１５）と固定部材（１６）は開口部（１ａ）の上
部と下部に位置して前記前板（２）・（３）によって枠体（１）内に隠されることを特徴
とする請求項１から３に記載した電気ストーブの枠体構造。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　この発明は、ヒータの輻射熱によって暖房を行う電気ストーブの枠体構造に関するもの
である。
【背景技術】
【０００２】
　反射式の電気ストーブは、背板と側板を半円状もしくはコ字状に形成して前面が開口す
る枠体をベースの上に設置し、この枠体の前面の上部と下部に前板を取り付け、枠体の上
部に天板を配置したものがある。そして、枠体前面の上部と下部に取り付けた前板の間に
開口部が形成されており、この開口部内に縦長のヒータを配置し、そのヒータの背部と側
部に位置して前方が開口する湾曲した反射板を備えており、ヒータに通電すると、ヒータ
から前方に放射される熱線と、反射板によって反射した熱線が枠体前面の開口部から前方
に放射され、熱線の輻射熱によって暖房を行うものである（特許文献１参照）。
【特許文献１】特開昭６３－５７８９５号　公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　上記構成の電気ストーブは、前板や天板等の部品を固定ねじによって枠体に固定するも
のであるが、従来は固定ねじなどの固定構造が枠体の表面に露出しているものが一般的で
あった。このような固定ねじなどの固定構造が外観上に露出しない構造がデザイン上好ま
しいが、デザインを優先した構造にすると構成部品や組立工程が複雑になって、生産コス
トを上昇させてしまう問題があった。
【０００４】
　また、固定ねじが枠体表面に露出した構造では、ねじ締め作業の際に固定ねじの位置が
合わなかったときやドライバーから固定ねじが脱落してしまったときに、固定ねじやドラ
イバーの先端で枠体表面を傷つけてしまうことがあり、わずかな傷でも枠体の交換が必要
となるため、正確な作業が要求されるものであった。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　この発明は上記課題を解決するもので、背板１ｂと側板１ｃとを半円状もしくはコ字状
に形成して前面が開口する枠体１を設け、該枠体１の前面の上部と下部には前板２・３を
取り付け、上部前板２と下部前板３との間の枠体１の前面に開口部１ａを形成し、枠体１
の開口部１ａ内には縦長のヒータ４と、該ヒータ４の前方を開口しながらヒータ４の側部
と背部に位置する湾曲状の反射板５を配置し、前記枠体１の下部にはベース６を備え、該
ベース６によって枠体１を床面から立たせて枠体１の前面開口部１ａからヒータ４の熱線
を放射する電気ストーブにおいて、前記前板２・３には両側部から内側に向けて複数個の
固定片２ａ・３ａを設け、前記枠体１の側板１ｃには前記固定片２ａ・３ａに対応する複
数個の係止片７を形成し、かつ、前記枠体１の上部と下部には背板１ｂもしくは側板１ｃ
から連続する固定板８・９を形成し、その固定板８・９に前記前板２・３を固着する固定
手段１０を設け、上部の前板２は固定片２ａを係止片７に係合させながら、固定手段１０
によって枠体１上部の固定板８に固定し、下部の前板３は固定片３ａを係止片７に係合さ
せながら固定手段１０によって枠体１下部の固定板９に固定し、かつ、前記枠体１内の上
部には運転スイッチ１１を設け、該運転スイッチ１１に設けた作動軸１１ａを固定板８の
上方に突出し、固定板８の上部には作動軸１１ａに嵌合する操作部１２を取り付け、枠体
１上部の固定板８と固定手段１０が操作部１２の下部内側に位置して操作部１２によって
覆い隠されると共に、前記ベース６には枠体１下部が嵌合する凹部６ａと、枠体１とベー
ス６を固着する固定手段１３とを設け、前記枠体１は下部を凹部６ａに嵌合しながらベー
ス６の下面から固定手段１３によって固定し、枠体１下部の固定板９と固定手段１０が凹
部６ａ内に位置してベース６によって覆い隠されることを特徴とするものである。
【０００６】
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　また、前記操作部１２の側面１２ａを上方が内側に傾斜するテーパ状に形成したことに
より、操作部１２が容易に脱落することがないものである。
【０００７】
　また、前記枠体１と前板２の上部には外周面が連続して操作部１２の側面１２ａを囲む
筒体１４を形成し、操作部１２は筒体１４の内側に位置して側面１２ａ上部と上面１２ｂ
が筒体１４の上方に突出することにより、操作部１２の操作性を維持したまま、操作部１
２の誤操作や脱落を確実に防止することができる。
【０００８】
　また、前記ヒータ４と反射板５を取り付けて一体の発熱体ユニットＡを構成する固定プ
レート１５を設け、その固定プレート１５の上部と下部に一対の固定部材１６を設け、
かつ、前記枠体１内には固定プレート１５の固定部材１６に対応する係止部１７を設け、
　固定プレート１５の固定部材１６と枠体１内の係止部１７との係合によって発熱体ユニ
ットＡを枠体１内に取り付け、発熱体ユニットＡの固定プレート１５と固定部材１６は開
口部１ａの上部と下部に位置して前記前板２・３によって枠体１内に隠されることにより
、ヒータ４や反射板５の固定構造が外部から見えない構造となった。
【発明の効果】
【０００９】
　この発明では、枠体１の前面上部に取り付ける前板２は、固定片２ａが側板１ｃの係止
片７に係合し、固定手段１０によって枠体１上部の固定板８に固着することで固定されて
いる。そして、枠体１の固定板８の上部には運転スイッチ１１の作動軸１１ａに嵌合した
操作部１２が配置され、固定板８と固定手段１０が操作部１２の下部内側に位置して、操
作部１２によって固定板８と固定手段１０が覆い隠された構造となっている。
　一方、枠体１の前面下部に取り付ける前板３は、固定片３ａが側板１ｃの係止片７と係
合し、固定手段１０によって枠体１下部の固定板９に固着することで固定されている。そ
して、枠体１下部はベース６に設けた凹部６ａ内に嵌合して、ベース６の下面側から固定
手段１１によって固着されており、枠体１下部の固定板９と固定手段１０がベースの凹部
６ａ内に位置して、ベース６によって固定板９と固定手段１０が覆い隠された構造となっ
ている。
　このため、前板２・３を枠体１へ固定するための固定構造が全て製品の内側や下側とな
り、外観部に固定手段が露出することが無くなったものであり、固定手段や固定板は最終
的に操作部１２やベース６によって覆い隠されて見えなくなる部分であるから、従来のよ
うにねじ締め作業時に枠体表面に傷をつけてしまう問題はなくなり、作業工程が簡略化で
きた。
【００１０】
　また、枠体１上部に配置される操作部１２の側面１２ａを上方が内側に傾斜するテーパ
状に形成したから、操作部１２の側面１２ａを持って上方へ引っ張ろうとするときは指が
滑りやすくなり、操作部１２から指が外れてしまうので、操作部１２を容易に脱落させて
しまうことを防ぐことができるものである。
【００１１】
　また、枠体１上部に外周面と連続して操作部１２の側面１２ａを囲む筒体１４を形成し
、操作部１２の側面１２ａの上部と上面１２ｂを筒体１４の上部に突出した構成にするこ
とで、操作部１２の筒体１４から突出する部分は指先だけがかかる程度の高さとなるから
、運転操作を行うときは操作部１２の側面１２ａと上面１２ｂのコーナ部付近を指先で持
つだけでも容易に操作することができるが、操作部１２を上方に引っ張ろうとするときは
指先が滑って操作部１２から指が外れてしまうから、操作部１２の脱落を確実に防ぐこと
ができるものとなった。また、操作部１２の側面１２ａが枠体１の表面より内側に位置す
るから、操作部１２に直接手が触れにくくなり、操作部１２の誤操作を防止できるもので
ある。
【００１２】
　また、ヒータ４と反射板５を固定プレート１５に取り付けてあらかじめ一体の発熱体ユ
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ニットＡとして構成し、固定プレート１５の上部と下部に設けた固定部材１６を枠体１内
の係止部１７に係合することによって、発熱体ユニットＡを枠体１内に取り付けており、
このとき発熱体ユニットＡの固定プレート１５が開口部１ａの上部と下部に位置しており
、前板２・３を取り付けたときに固定プレート１５と固定部材１６と係止部１７が前板２
・３によって隠れて見えなくなるから、ヒータ４や反射板５の固定構造も製品の内側に位
置するものとなり、外観部に固定構造が露出することがなく、デザインの向上に寄与でき
るものとなった。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　図に示す実施例によってこの発明を説明すると、１は電気ストーブの枠体、１ａは枠体
１の前面に設けた開口部、４は枠体１内に取り付けたヒータ、５はヒータ４の前方を開口
しながらヒータ４の背部と側部を湾曲状に囲むように配置した反射板、５ａは反射板５の
上部に取り付けた上反射板、５ｂは反射板５の下部に取り付けた底反射板、６は枠体１の
底面に取り付けたベースであり、ベース６によって枠体１を床面から立たせている。
【００１４】
　１１は枠体１内の上部に設けた運転スイッチ、１１ａは枠体１の上部に突出する運転ス
イッチ１１の作動軸、１２は作動軸１１ａに取り付ける操作部であり、実施例では操作部
１２を回転操作することで運転スイッチ１１のＯＮ／ＯＦＦや能力の切換を行うことがで
きるようになっており、操作部１２を操作して運転スイッチ１１から運転信号が出力され
るとヒータ４に通電を開始し、ヒータ４が加熱されて全体が高温になり、枠体１前面の開
口部１ａから前方に向かって熱線が放射される。
【００１５】
　１ｂは枠体１の背板、１ｃは枠体１の側板であり、背板１ｂと側板１ｃは半円状もしく
はコ字状に折曲げて前面が開口する枠体１を構成している。２は枠体１の前面上部の側板
１ｃの前縁に取り付ける上部前板、３は枠体１の前面下部の側板１ｃの前縁に取り付ける
下部前板であり、この上部前板２と下部前板３の間に前記開口部１ａが形成されている。
【００１６】
　従来の電気ストーブの枠体構造は、枠体表面に前板や反射板の固定構造が露出している
ものが一般的であるが、枠体表面に露出した固定構造は製品の見栄えを悪くしており、ま
た、製品の組立作業時に枠体表面に傷をつけやすい問題があった。
【００１７】
　２ａ・３ａは前板２・３の外周縁部から内側に向けて形成した複数個の固定片、７は枠
体１の側板１ｃの前縁から前方に向けて形成した係止片、７ａはこの係止片７の先端に形
成した突起であり、係止片７は上部前板２の固定片２ａと下部前板３の固定片３ａに対応
するように枠体１の上部と下部にそれぞれ配置されており、上部の前板５に対応する係止
片７には下向きの突起７ａが形成され、下部の前板６に対応する係止片７には上向きの突
起７ａが形成されている。
　８は枠体１の上部に設けた固定板であり、枠体１上部の固定板８は枠体１の背板１ｂの
上端を折り曲げた平板面によって構成されている。９は枠体１の下部に設けた固定板であ
り、枠体１下部の固定板９は枠体１下部の側板１ｃの前縁から連続して形成した湾曲面に
よって構成されている。また、１０は前板２と前板３を固定板８と固定板９に固着するた
めの固定ねじで構成する固定手段である。
【００１８】
　枠体１の上部に配置する前板２は、固定片２ａを係止片７の下方にのぞませてこの位置
から側板１ｃの前縁に沿って前板２を上方向に移動すると、側板１ｃの前縁と係止片７の
突起７ａとの間に固定片２ａが係合し、枠体１上部の固定板８の下部に前板２の上面が当
接して重なり、固定板９と前板２の上面を固定手段１０である固定ねじによって固着する
と前板２が枠体１の前面に固定される。
　８ａは枠体１内に配置した運転スイッチ１１の作動軸１１ａが貫通する透孔であり、運
転スイッチ１１は枠体１内の固定板８の下面に取り付けられ、運転スイッチ１１の作動軸
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１１ａは透孔８ａから固定板８の上部に突出している。操作部１２は有底筒形に構成して
おり、１２ａは操作部１２の側面、１２ｂは操作部１２の上面、１２ｃは上面１２ｂの裏
面中央に設けた作動軸１１ａとの嵌合部である。
【００１９】
　操作部１２の嵌合部１２ｃを作動軸１１ａに嵌合して枠体１上部に取り付けると、操作
部１２の側面１２ａが枠体１の上部と前板２の上部の外周面と連続し、操作部１２の下部
内側に固定板８と固定手段１０が位置して、操作部１２によって固定板８と固定手段１０
が覆い隠される構造となった。
　このため、枠体１の係止片７と前板２の固定片２ａが枠体１内で係合して、枠体１の上
部に配置された固定板８と固定手段１０は操作部１２で隠されるから、前板２の固定構造
は全て製品の内側に位置して枠体１の表面に露出しない構造となった。
【００２０】
　一方、枠体１の下部に配置する前板３は、固定片３ａを係止片７の上方にのぞませてこ
の位置から側板１ｃの前縁に沿って前板３を下方に移動すると、側板１ｃの前縁と突起７
ａとの隙間に固定片３ａが係合し、枠体１下部の固定板９の前面に前板３の下部内面が当
接して重なり、固定板９と前板３の下部前面に固定手段１０である固定ねじを固着すると
前板３が枠体１下部の前面に固定される。
　６ａはベース６の上面に設けた枠体１の下部が嵌合する凹部、１３は枠体１下部とベー
ス６を固着するための固定ねじで構成する固定手段であり、前板３を取り付けた枠体１を
ベース６の凹部６ａに嵌合し、ベース６の底面から固定手段１３である固定ねじを装着す
ると、枠体１がベース６に固定される。
【００２１】
　枠体１下部をベース６の凹部６ａに嵌合したときに、枠体１下部の固定板９と固定手段
１０がベース６の凹部６ａ内に位置し、固定板９と固定手段１０がベース６によって覆い
隠される。また、ベース６の下面側に装着した固定手段１３は、製品をベース６によって
床面に設置したときにベース６の下部に隠れて見えることはない。
　このため、枠体１の係止片７と前板３の固定片３ａが枠体１内で係合して、枠体１下部
に配置された固定板９と固定手段１０、及びベース６の下面に装着する固定手段１３はベ
ース６で隠されるから、前板３の固定構造は全て製品の内側や下側に位置して枠体１の表
面に露出しない構造になったから、固定ねじによって外観を損なうことなくデザインの向
上に寄与できるものとなった。
【００２２】
　また、固定手段１０を取り付ける固定板８と固定板９は最終的に操作部１２やベース６
によって内側に隠れるものであるから、従来のようにねじ締め作業時に枠体表面に傷をつ
けてしまうことはなく、作業工程の簡略化が可能となった。
【００２３】
　また、枠体１上部に操作部１２を配置すると、操作部１２を持って製品を持ち上げよう
とする可能性があり、操作部１２を脱落させる可能性がある。
　この発明の他の実施例では、操作部１２の側面１２ａを上方が内側に傾斜するようにテ
ーパ状に設けたものであり、操作部１２の側面１２ａは上部が細くなっているため、操作
部１２の側面１２ａを掴んで上方に持ち上げようとするときは指が滑って操作部１２から
外れ易くなるから、操作部１２が作動軸１１ａから容易に外れることはなく、操作部１２
の脱落を防止できるものである。一方、電気ストーブの運転操作を行うときは、操作部１
２を回転操作するので容易に操作可能である。
【００２４】
　また、１４は枠体１の上部に形成した筒体であり、筒体１４は枠体１と前板２の外周面
から連続して上端位置が固定板８より上方に延ばされており、操作部１２の外径寸法を筒
体１４の内径寸法よりわずかに小さく設けている。操作部１２を作動軸１１ａに嵌合する
と、操作部１２が筒体１４の内側に位置して操作部１２の側面１２ａが筒体１４に囲まれ
、操作部１２の側面１２ａの上部と上面１２ｂだけが筒体１４の上方に突出する。操作部
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１２の筒体１４から突出する部分は側面１２ａと上面１２ｂのコーナ部に指先がかかる程
度の高さに設定され、操作部１２の側面１２ａと筒体１４との隙間は指が挿入できない寸
法に設定されている。
【００２５】
　この構成では、指先で操作部１２のコーナ部付近を掴むことになるため、電気ストーブ
の運転操作を行うときは、操作部１２を回転操作するので容易に操作可能であるが、製品
を上方に持ち上げようとするときは指先が滑って操作部１２から容易に外れてしまうから
、操作部１２だけを持って製品を持ち上げることはできないものであり、操作部１２の脱
落を確実に防ぐことができるものとなった。また、操作部１２が筒体１４の外周面より内
側に位置することで、操作部１２に直接手が触れにくい構造となっているから、枠体１や
前板２に手を触れたときに操作部１２の誤操作を防止することができるものとなった。
【００２６】
　１５はヒータ４と反射板５と上反射板５ａと底反射板５ｂを取り付けて一体の発熱体ユ
ニットＡを構成する固定プレート、１８は反射板５と上反射板５ａと底反射板５ｂを固定
プレート１５に固定するための固定ねじ、１９はヒータ４を固定プレート１５に取り付け
るためのヒータ固定片であり、反射板５の上部と下部を固定ねじ１８によって固定プレー
ト１５に取り付け、ヒータ４の上部と下部をヒータ固定片１９によって固定プレート１５
に取り付け、上反射板５ａを固定プレート１５の上部に、底反射板５ｂを固定プレート１
５の下部に固定ねじ１８によって取り付けており、上反射板５ａはヒータ４と反射板５の
上部の取り付け位置よりも下方に位置し、底反射板５ｂはヒータ４と反射板５の下部の取
り付け位置より上方に位置している。
　１６は固定プレート１５の上部と下部に設けた一対の固定部材、１７は枠体１内の上部
と下部に設けた係止部、２０は固定プレート１５の固定部材１６を枠体１内の係止部１７
に固着する固定ねじであり、発熱体ユニットＡは固定部材１６を枠体１内の係止部１７に
係合して固定ねじ２０を装着することで枠体１の開口部１ａ内に取り付けることができる
。
【００２７】
　そして、枠体１の前面の上部と下部に前板２・３を取り付けると、固定プレート１５と
固定部材１６と係止部１７は枠体１内の開口部１ａの上部と下部に位置し、前板２・３と
上反射板５ａと底反射板５ｂによって枠体１の内側に隠れるものである。
このため、ヒータ４や反射板５などの固定構造も製品の内側に位置するから、枠体１の表
面に固定構造が露出しないものとなり、製品デザインの向上や組立工程の簡略化が可能と
なった。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】この発明の実施例を示す電気ストーブの縦断面図である。
【図２】この発明の実施例を示す電気ストーブを分解した縦断面図である。
【図３】この発明の実施例を示す電気ストーブの要部の正面図である。
【図４】この発明の他の実施例を示す電気ストーブの要部断面図である。
【図５】この発明の実施例を示す操作部を取り付ける前の枠体上部の要部断面図である。
【図６】この発明の実施例を示す枠体下部の要部断面図である。
【符号の説明】
【００２９】
　１　　枠体
　１ａ　開口部
　１ｂ　背板
　１ｃ　側板
　２　　上部前板
　２ａ　固定片
　３　　下部前板
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　３ａ　固定片
　４　　ヒータ
　５　　反射板
　６　　ベース
　６ａ　凹部
　７　　係止片
　８　　固定板
　９　　固定板
１０　　固定手段
１１　　運転スイッチ
１１ａ　作動軸
１２　　操作部
１２ａ　側面
１２ｂ　上面
１３　　固定手段
１４　　筒体
１５　　固定プレート
１６　　固定部材
１７　　係止部
　Ａ　　発熱体ユニット

【図１】 【図２】
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